
取組の目的・対象

放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会 取りまとめ案 概要

ガバナンス確保に関する取組の基本的な考え方

・ 放送は、時代の変化に応じ、国民の知る権利に奉仕し続けることが必要。
このためには、放送事業者の信頼性・事業の継続性の確保が必要。
・ 放送事業者は、一般の株式会社に求められるガバナンスの確保は前提として、人
権尊重・コンプライアンス確保を中心とした取組を不断に実施。
・ このうち、芸能事務所・番組出演者に関するものは、NHKと民間放送の二元体
制の下、放送業界全体として取組。
・ さらに、新たな事業への展開等、放送の将来像を念頭に置いた前向きな取組を
進め、放送の社会的価値の一層の発揮を図ることが重要。

○ 放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会は、民間放送事業者において、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放
送に対する国民の信頼を失墜させる事案が生じたことを踏まえ、2025年6月から11月までに７回開催。

○ 放送事業者が「放送に携わる者の職責」を現代的にアップデートし続け、放送が今後とも社会的役割を果たし続けることができるよう、ガバナンス確保に関する取
組として、基本的な考え方（目的、対象、方針）及び具体的内容（事案の未然防止、事案の発生後の対応、フォローアップ）について、提言。

・ ガバナンス確保は、番組編集の自由の維持は当然の前提とした上で、一義的には自
主自律の下で、実効性のある取組を推進。
・ まずは事業主体である各放送事業者が推進。加えて、業界団体は、放送業界全体
としての信頼性を確保するために積極的に役割を遂行。
・ 行政としても、現実に民放事業の存立基盤が失われかねない脆弱性が顕在化したこ
とを踏まえれば、自主自律に十分配慮して番組内容への介入にならない範囲で、放送
事業者の健全な事業の継続性を確保するために必要な役割を果たすことが適当。

放送事業者・業界団体の取組
【事案の未然防止（平時の取組）】
・ 各放送事業者はガバナンス確保のための体制整備を実施。
・ 業界団体は、業界全体を底上げし信頼性を確保するため、ガバナンス確保のた
めの指針を策定し、取組の具体例、留意事項や、公表事項のフォーマットを提示。
・ 各放送事業者は、指針の取組状況を自ら定期的に評価し、結果を公表。
業界団体は、各放送事業者の取組状況や評価の取りまとめ・確認、ベストプラク
ティスの共有、助言等を実施。
・ 自己評価に客観性を担保するため、第三者の意見を聴き、その結果を反映する
仕組みが必要。

【事案の発生後の対応】
・ 事案の発生した放送事業者が自ら対応するとともに、業界団体も対応※。
※例えば、事案の内容や対応の報告を求めることや、助言を行うこと、事案の内容・性質、
対応等に応じて業界団体のルールに基づいて処分を行うこと等

行政の役割
【事案の未然防止（平時の取組）】
・ 基幹放送普及計画を通じて、ガバナンス確保を促し、放送事業者による自発的な
体制整備を確認することを検討。
自主自律の観点から、体制整備の促進が目的であり、放送事業者の個別具体的な
ガバナンス体制への介入にならないよう慎重に検討することに留意。
【事案の発生後の対応】
・ 事業者・業界団体の対応を見極めた上で、インターネット上での偽・誤情報の問題等
が顕在化している中で、放送が信頼性の高い情報発信などの社会的役割を果たし続
けることができるよう、以下の事項について検討。その際、制裁ではなく経営基盤の持続
可能性を確保するためであること、番組内容への介入にならないよう慎重に制度設計
することに留意。
☞ 経理的基礎が脅かされるおそれのある重大な事案の場合には、適時に一定の基
準に基づく報告を義務付けること、
☞特に必要な場合には、免許時に条件を付すこと
（例：経理的基礎が脅かされている状況の解消に必要な措置の報告や実行を求める）

ガバナンス確保に関する取組の具体的内容

取組の方針

外部からのチェック機能が働くよう、官民が連携してフォローアップする仕組みを整備。実効性を確認しつつ、必要に応じて取組の充実等の見直し。フォローアップ
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